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税 制改 正 特 集 号

税
源
移
譲
で
住
民
税
・
所
得
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す

～
1
9
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
主
な
改
正
点
～

国
と
地
方
の
役
割
の
見
直
し
が
進
む
中
、
自
治
体
が
自
主
性
を
発
揮
し
、
よ
り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
行
う
三
位
一
体
の
改
革
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
所
得
税
(
国
)
か
ら
住
民
税
(
地

方
)
へ
税
源
移
譲
(
図
1
)
が
行
な
わ
れ
ま
す
。そ
の
た
め
、皆
さ
ん
が
納
め
て
い
る
住
民
税
が
1
9年
度
分
か
ら

変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
定
率
滅
税
も
廃
止
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
主
な
改
正
点
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

図1　 三 位一 体改 革 の税 源移 譲

◎
住
民
税
所
得
割
の
税
率
が
一
律

(
フ
ラ
ッ
ト
)
化
さ
れ
ま
す

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
を
目

的
と
し
て
、
総
所
得
分
の
住
民
税
、

所
得
税
の
税
率
が
見
直
さ
れ
ま
す
。

住
民
税
所
得
割
は
、
3
段
階
の
税

率
で
し
た
が
、
1
9年
度
か
ら
一
律
1
0
%
(

区
民
税
6
%
・
都
民
税
4
%
)

の
税
率
に
な
り
ま
す
。
(
表
1
)

所
得
税
の
税
率
は
、
4
段
階
の
累

進
構
造
が
1
9年
分
か
ら
6
段
階
に
な

り
ま
す
。
(
表
2
)

表1　19年度住民税の総所得の税率

表2　19年分所得税の総所得の税率

※ 表1 ・表2 の税率欄のマイナス額は、税額算出での速算 控除額です。

◎
税
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん

(
調
整
控
除
の
新
設
)

税
源
移
譲
に
よ
っ
て
住
民
税
が
増

え
て
も
、
国
に
納
め
る
所
得
税
が
減

る
た
め
、「
住
民
税
+
所
得
税
」の
納

税
者
の
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

所
得
税
よ
り
住
民
税
の
方
が
、
基

礎
控
除
や
扶
養
控
除
な
ど
の
人
的
控

除
額
が
低
く
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
じ
収
入
で
も
、
住
民
税
の
課
税
所

得
は
、
所
得
税
よ
り
も
多
く
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
住
民
税
の
税
率
を
5
%

か
ら
1
0
%に
引
き
上
げ
た
場
合
、

所
得
税
の
税
率
を
引
き
下
げ
た
だ
け

で
は
、
税
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
一
人
ひ
と
り
の
納
税

者
の
人
的
控
除
に
応
じ
て
、
住
民
税

を
減
額
す
る
た
め
の
調
整
控
除
を
新

設
し
、
納
税
者
の
税
負
担
が
変
わ
ら

な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
(表
3
)
　

た
だ
し
、
生
命
保
険
料
・
損
害
保

険
料
の
控
除
な
ど
が
あ
る
と
、
負
担

額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

表3　 所得税と住民税による人的控除額の差に基づく負担増の減額措置( 調整控除)

※ 表3 の人的控除とは基礎控除、寡婦(夫) 控除、障害者控除、勤労学生控除、配 偶者控除 、配偶者特別控除 、
扶養控除、障害者扶養控除、同居加算分です。

◎
住
民
税
と
所
得
税
の
納
付
方
法

に
よ
っ
て
、
税
源
移
譲
の
影
響
が

出
る
時
期
に
ズ
レ
が
あ
り
ま
す

例
え
ば
、
会
社
員
な
ど
の
よ
う
に
、

税
金
を
毎
月
の
給
料
か
ら
天
引
き
さ

れ
て
い
る
方
は
、
所
得
税
の
減
少
は
1
9

年
1
月
の
給
料
か
ら
、
個
人
住
民

税
の
増
加
は
1
9年
6
月
の
給
料
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
る
の
で
、
税
源
移

譲
の
影
響
は
、
税
負
担
の
減
少
が
先

行
し
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
事
業
を
営
ん
で
い

る
方
は
、
住
民
税
の
増
加
は
1
9年
6

月
か
ら
、
所
得
税
の
減
少
は
2
0年
3

月
の
確
定
申
告
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
行

わ
れ
る
の
で
、
税
源
移
譲
の
影
響
は
、

税
負
担
の
増
加
が
先
行
し
ま
す
。

◎
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
ま
す

1
1年
度
に
導
入
さ
れ
た
定
率
減
税

は
、
住
民
税
に
つ
い
て
は
そ
の
年
度

分
の
所
得
割
額
の
1
5
%相
当
額
(
最

高
限
度
額
4
万
円
)

、
所
得
税
に
つ

い
て
は
そ
の
年
分
の
税
額
の
2
0
%相

当
額
(
最
高
限
度
額
2
5万
円
)
の
減

税
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
導
入
時
と
比
較
し
た
経

済
状
況
か
ら
、
1
8年
度
(
所
得
税
は
1
8

年
分
)
は
減
税
率
が
半
分
に
縮
小

さ
れ
、
1
9年
度
(
所
得
税
は
1
9年
分
)

か
ら
廃
止
さ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、

税
源
移
譲
に
よ
る
税
負
担
は
変
わ
り

ま
せ
ん
が
、
定
率
減
税
廃
止
に
よ
り
、

税
負
担
が
増
え
ま
す
。
(
表
4
)

表4　 定率減税の廃止

◇
区
の
事
業
と
の
関
連

区
の
事
業
に
は
、
住
民
税
や
所
得

税
、
所
得
額
な
ど
を
基
に
保
険
料
・

利
用
料
な
ど
を
計
算
し
て
い
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
、
住
民
税
額
が
変

わ
り
、
国
民
健
康
保
険
料
、
保
育
園

保
育
料
、
幼
稚
園
保
護
者
補
助
金
の

一
部
な
ど
や
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
な
ど

が
、1
9年
度
以
降
変
わ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

◇
三
位
一
体
の
改
革
と
は

「
地
方
で
で
き
る
こ
と
は
地
方
に
」

と
い
う
方
針
の
も
と
進
め
ら
れ
、
国

と
地
方
の
あ
り
方
を
見
直
す
中
で
、

地
方
へ
の
税
源
移
譲

、
国
か
ら
の
補

助
金
な
ど
の
削
減

、
地
方
交
付
税
の

見
直
し
を
一
体
で
行
う
も
の
で
す
。

◇
住
民
税
と
は

住
民
税
に
は

、
均
等
の
額
を
負
担

す
る
「
均
等
割
」
と
、
そ
の
人
の
所

得
金
額
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得

割
」
が
あ
り

、
通
常
、
都
民
税
と
区

民
税
を
あ
わ
せ
て
「
住
民
税
」
と
呼

び
ま
す
。
所
得
税
が
1
年
間
の
所
得

に
対
し
て
そ
の
年
に
課
税
さ
れ
る
の

に
対
し
、
住
民
税
の
所
得
割
は
前
年

の
所
得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

都
民
税
と
区
民
税
を
一
括
し
て
区
に

納
め
ま
す
。

住
民
税
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

課
税
第
一
係

(
3
8
8
0
)
5
2
3
0

課
税
第
二
係

(
3
8
8
0
)
5
2
3
1

◇
所
得
税
と
は

個
人
の
所
得
(
収
入
か
ら
経
費
な

ど
を
引
い
た
も
の
)
に
対
し
て
か
か

る
税
金
で
す
。
国
の
財
源
と
な
り
ま

す
。

所
得
税
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

足
立
税
務
署

(
3
8
7
0
)
8
9
1
1

西
新
井
税
務
署

(
3
8
4
0
)
1
1
1
1
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◎
税
源
移
譲
に
よ
る
そ
の
他
の
改
正

▽
住
民
税
の
分
離
課
税
の
税
率
の
改

正
▽
住
民
税
の
配
当
控
除
の
控
除
率
の

改
正

▽
住
民
税
の
外
国
税
額
控
除
の
控
除

限
度
額
の
割
合
の
改
正
な
ど

◎
2
0年
以
降
の
改
正

▽
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
に

係
る
個
人
住
民
税
の
滅
額
措
置
の

適
用

▽
損
害
保
険
料
控
除
を
改
組
し
、
地

震
保
険
料
控
除
制
度
の
創
設

▽
配
当
割
額
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得

割
額
の
控
除
割
合
の
改
正
な
ど

モデル試算 税源移譲による住民税・所得税額の変化(年間)

◎ 独身者の場合

◎ 夫婦と子ども2 人の場合

※ 夫婦と子ども2 人の場合、子どものうち1 人が特定扶養親族( 16 歳以上23 歳未満) に該当するものとして計算しています。

※ 一定の社会保険料分が所得から控除されるものとして計算しています。
※ 住民税には、均等割を含めておりません。
※ この表は税源移譲による負担変動を示すものです。税源移譲前の金額は、定率減税廃止後の金額となっています。

国 から地方へ …

税源移譲による住民税と所得税の事例
例1: 税源移譲の影響を受けるA さん

給 与 収 入300 万 円 単 身

※ この事 例は、税 源移譲によ る計算例 です。 税額は、定率滅税廃止後の金額です。

3, 000, 000円- 1, 080, 000円( 給与所得控除) =1, 920, 000 円( 給与所得額)

住民税( 18 年度)
1, 920, 000円- 630, 000円( 社会保険料+基礎控除) =1, 290, 000

円( 課税標準額)
1, 290, 000 円 × 5%( 税率) =64, 500 円( 所 碍割額)

64, 500円4, 000 円( 均等割額) =68, 500 円

A さんの住民税は68, 500円

所得税( 18 年 分)
1, 920, 000円- 680, 000円( 社会保険料+基礎控除)

=1, 240, 000円( 課税所得額)
1, 240, 000円× 10%( 税率) =124, 000 円

A さんの所得税は124, 000円

住民税と所得税の合計額
68, 500円+124, 000円=192, 500 円

住 民税( 19 年度)
1, 920, 000円- 630, 000円( 社会保険料+基礎控除) =1, 290, 000

円( 課税標準額)
1, 290, 00O円× 10%( 税率) =129, 000 円
129, 000円- 2, 500円( 調整控除額) =126, 500 円( 所得割額)
126, 500円+4, 000円( 均等割額) =130, 500 円

A さ んの 住民 税 は130, 500 円

所 得 税( 19 年 分)

1, 920, 000円- 680, 000円( 社会保験料・基礎控除)
=1, 240, 000円( 課税所得額)

1, 240, 000円× 5%( 税率) =62, 000 円

A さんの所得税は62, 000円

住民税と所得税の合計額
130, 500円+62, 000円=192, 500 円

例2: 税源移譲の影響を受けるB さん
給 与収 入700 万円 で配 偶 者( 専 業主 婦) 及び 扶養 親族2 人( 内特 定扶 養1人)

※ この事例は、税源移譲による計算例です。 税額は、定率減税廃止後の金額です。

7, 000, 000 円- 1, 900, 000 円( 給与所得控除) =5, 100, 000 円( 給与所得 額)

住 民 税( 18 年 度)

5, 100, 000 円- 2, 140, 000 円( 社会保険 料+配 偶者 控除+ 扶養 控除+基 礎控除) =2, 960, 000
円( 課 税標準額)

2, 960, 000円× 10%( 税率) - 100, 000円=196, 000 円( 所得割額)
196, 000円+4, 000円( 均等割額) =200, 000 円

Bさんの住民税は200, 000円

所得税( 18 年 分)
5, 100, 000 円- 2, 470, 000 円( 社会 保険料+ 配 偶者控除+ 扶養 控除+基 礎控除) =2, 630, 000

円( 課 税所 得額)
2, 630, 000 円 × 10%( 税率) =263, 000 円

B さんの所得税は263, 000円

住 民税と所得税の合計額
200, O00円+263, 000円=463, 000 円

住 民税( 19 年 度)
5, 100, 000 円- 2, 140, 000 円( 社会 保険料+ 配偶者 控除+ 扶養控除+ 基礎 控除) =2, 960, 000

円( 課 税標準 額)
2, 960, 000 円 × 10%( 税 率) =296, 000 円

296, 000 円- 2, 500 円( 調 整控除額) =293, 500 円( 所得割 額)
293, 500 円+4, 000 円( 均等割 額) =297, 500 円

B さ ん の 住 民 税 は297, 500 円

所得税( 19 年 分)
5, 100, 000円- 2, 470, 000円( 社会保険料+配偶者控除+扶養控除+基礎控除) =2, 630, 000

円( 課税所得顔)
2, 630, 000円 × 10%( 税率) - 97, 5001円=165, 500 円

B さんの所得税は165, 500円

住民税と所得税の合計額
297, 500円+165, 500円=463, 000 円
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例3: 税源移譲の影響を受けるC さんの3 年間の税額の変化
( 昭和15年1月1日以前に出生) 公的年金収入200万円で単身

※ この事例は、税源移譲による計算例です。定率減税および老年者特例は無いものとして計算しています。
老年者特例とは老年者非課税廃止に伴い、所得割額を18年度は2/ 3、19年度は1/ 3を控除する経遇措置です。

住民税( 17 年度)
2, 000, 000円- 1, 400, 000円( 公的年金等控除) =600, 000

円( 雑所得)
所得が125万円以下のため

老年者非課税に該当( 18
年度より廃止)

C さんの住民税はO 円

所 得 税( 17 年 分)
600, 000円- 880, 000円(老年者控除+

基礎控除) =0

C さんの所得税はO 円

住民税と所得税の合計額
O円

住民税( 18 年 度)
2, 000, 000円- 1, 200, 000円(公的年金等控除) =800, 000

円(雑所得)
800, 000円- 430, 000円( 社会保険料十基礎控除) =370, 000

円( 課税標準額)
370, 000円× 5%( 税率) =18, 500 円( 所得割額)
18, 500円+4, 000円( 均等割額) =22, 500 円

C さんの 住民 税は22, 500 円

所得税( 18 年分)
800, 000 円- 480, 000 円( 社 会保 険料十基 礎 控除) =320, 000

円
320, 000 円 × 10%( 税 率) =32, 000 円

C さんの所得税は32, 000円

住 民税と所得税の合計額
22, 500円+32, 000円=54, 500 円

住民税( 19 年度)
2, 000, 000円- 1, 200, 000円( 公的年金等控除) =800, 000

円( 雑所得)
800, 000円- 430, 000円( 社会保険料+基礎控除) =370, 000

円( 課税標準額)
370, 000円× 10%( 税率) =37, 000 円
37, 000円- 2, 500円(調整控除額) =34, 500円( 所得割額)
34, 500円+4, 000円(均等割額) =38, 500円
C さんの住民税は38, 500円

所得税( 19 年分)
800, 000円- 480, 000円( 社会保険料+基礎控除) =320, 000

円
320, 000円× 5%( 税率) =16, 000 円

C さんの所得税は16, 000円

住 民税と所得税の合計額
38, 500円+16, 000円=54, 500 円

例4: 税源移譲の影響を受けるD さんの3 年間の税額の変化
( 昭和15 年1 月1 日以前に出生) 公的年金収入260 万円で配偶者( 専業主婦) あり

※ この事例は、税源移譲による計算例です。税額は、定率減税廃止後の金額です。

住民税( 17 年 度)
2, 600, 000円- 1, 400, 000円(公的年金等控除) =1, 200, 000

円( 雑所得)
所得が125万円以下のため

老年者非課税に該当( 18
年度より廃止)

Dさんの住民税はO 円

所得税( 17 年 分)
1, 200, 000円- 1, 260, 000円(老年者控除+

配偶者控除+基礎控除) =0

D さんの所得税はO 円

住民税と所得税の合計額
O円

住民税( 18 年度)
2, 600, 000円- 1, 200, 000円( 公的年金等控除) =1, 400, 000

円(雑所得)
1, 400, 0001円- 830, 000円(社会保険料十配偶者控除+

基礎控除570, 000 円( 課税標準額)
570, 000円× 5%( 税率) =28, 500 円( 所得割額)
28, 500円+4, 000円( 均等割額) =32, 500 円
Dさんの住民税は32, 500円

所得税( 18 年分)
1, 400, 000円- 930, 000円(社会保険料+配偶者控除+

基礎控除) =470, 000 円
470, 000円× 10%( 税率) =47, 000 円
D さん の 所得 税 は47, 000 円

住民税と所得税の合計額
32, 500円+47, 000円=79, 500 円

住 民税( 19 年 度)
2, 600, 000円- 1, 200, 000円( 公的年金等控除) =1, 400, 000

円( 雑所得)
1, 400, 000円- 830, 000円( 社会保険科+配偶者控除+

基礎控除) =570, 000 円( 課税標準額) 　570, 000
円× 10%( 税率) =57, 000 円

57, 000円- 5, 000円(調整控除額) =52, 000 円( 所得割額)
52, 000円+4, 000円(均等割額) =56, 000円
D さん の住民 税は56, 000 円

所得税( 19 年 分)
1, 400, 000円- 930, 000円(社会保険料十配偶者控除+

基礎控除) =470, 000 円
470, 000円× 5%( 税率) =23, 500 円
D さ ん の所 得 税は23, 500 円

住民税と所得税の合計額
56, 000円+23, 500円=79, 500 円

定率減税の廃止の事例
例5: 定率減税縮小及び廃止の影響を受ける「例2 」のB さんの所得割額、税額から負担額の変化を求める

※ 17年度と18年度の減税前の佳民税所得割額・17年分と18年分の減税前の所得税額は同額としております。

住民税( 17 年 度)
減税額196, 000 円( 所得割額)× 15%=29, 400 円
B さんの減税後の住民税は

196, 000円- 29, 400円+4, 000円=170, 600円

所得税( 17 年 分)
減税額263, 000 円( 税額) × 20%=52, 600 円
B さんの減税後の所得税は

263, 000円- 52, 600円=210, 400 円

住民税( 18 年 度)
滅税額196, 000 円(所得割額) X7. 5%=14, 700 円
B さんの減税後の住民税は

196, 000円- 14, 700円+4, 000円=185, 300円

所得税( 18 年 分)
減税額263, 000 円(税額)× 10%=26, 300 円
B さんの減税後の所得税は

263, 000円- 26, 300円=236, 700 円
住 民税 と所得 税の負 担額

前 年より41, 000 円増

住民税( 19 年 度)
定率減税廃止

B さんの住民税は
293, 500円( 所得割額) - 0円+4, 000円=297, 500円

所得税( 19 年 分)
定率減税廃止

B さんの所得税は
165, 500円( 税額) - O円=165, 500 円
住民税 と所 得税の 負担 額

前 年よ り41, 000 円 増

例6: 定率減税縮小及び廃止の影響を受ける「例4 」のD さんの所得割額、税額から負担額の変化を求める

住民税( 17 年 度)

D さんの住民税はO円

所得税( 17 年 分)

D さんの所得税はO円

住民税( 18 年度) ( 百円未満切り上げ)
減税額28, 500 円( 所得割額) × 7. 5%=2, 200 円
D さんの減税後の住民税は

28, 500円- 2, 200円+4, 000円=30, 300 円

所得税( 18 年分)
減税額47, 000 円( 税額) X1096=4, 700 円
D さんの減税後の所得税は
47, 000円- 4, 700円=42, 300 円( 百円未満切り捨て)

住 民税 と所得 税の 負担額
老 年 者 控 除 廃 止
公的年金等控除の改正のため前年より72, 600円増

住民税( 19 年 度)
定率減税廃止
D さんの住民税は
52, 000円(所得割額) - 0円+4, 000円=56, 000 円

所得税( 19 年分)
定率減税廃止
Dさんの所得税は
23, 500円( 税額) - O円=23, 500 円
住民 税と所 得税 の負担 額

前 年より6, 900 円 増



2006年( 平成18年) 11 月17日あ だ ち 広 報第1485号 ( 4)

平成19 年度住民税の計算の流れ 「例2 」のB さんの場合

給与収入700 万円で配偶者( 専業主婦) および扶養親族2 人( 内特定扶養1 人)

収入から
「給与所得控除」
を差し引きます

計算式
700 万円

× 0. 9- 120 万円(
↑ 給与所得控除) =510

万円

次に 所得から
「所得控除」
を差し引きます

・基礎控除33 万円
・配偶者控除33 万円
・特定扶養控除45 万円
・扶養控除33 万円
・社会保険料控除70

万円
合計214 万円

510 万一214 万=296
万円

「課税標準額」
に税率をかけ、
「所得割」※ 1
を計算します
区民税 × 6%
都民税 × 4%

の計10%
296 万× 10%=296, 000

円

さらに「調整控除」
※ 2 を行います
296, 000- 2, 500　　

=293, 500 円

「均等割」※ 3
を加算します
区3, 000円
都1, 000円
計4, 000円
293, 500+4, 000

=297, 500円

※ 1　「所得割」は、所得金額に応じ て負担していただく
住民税です。

※ 2　 人的控除額の差の合計額は33 万円 で「表3 」の200
万円 超の 計算 のただ し書き に該 当す るため 、2, 500
円となっていま す。

※ 3　「均等割」は、一定以上の所得が ある方に 、均等の
額( 通常4, 000 円) を負担していただく住民税です。

所得割と 均等割を合わせて、住民税の課税額となります。

■ 納税課からのお知らせ 抽選でお米が当たる! 特別区民税・都民税口座振替 新規 加入促進キャンペーン
特別区民税・都民税の口座振替加入促進キャ ンペーンを実施しています。キ ャンペーン期間中に口座振替の申し込みをした

方の中から抽選で100 人に「新潟県魚沼産のこしひかり2 キロ入」を差し上げます。

【 期 限 】11 月30 日

【 対 象 者 】 下記の①、②両方に当てはまる方が対象です

①10月2日～11月30日までに、新規で特別区民税・都民税の口座振替を申し込んだ方
②18 年度第3 期分以前の特別区民税・都民税の未納がなく、18 年度第4 期分の特別区
民税・都民税の引き落し( 19 年1 月末日)ができた方
※ 足立区の職員およびその家族を除く

【 申 込 方 法 】 「特別区民税・都民税口座振替依頼書」(申し込み窓口に置いてあります) により
①納付書または納税通知書②預( 貯) 金通帳③通帳印を持参し、区内金融機関の
窓口または納税課、区民事務所の窓口へお申し込みください

【 賞 品 発 送 】18 年度第4 期分の引き落し( 19 年1 月末日) 確認後、厳正な抽選を行います
当選者の発表は賞品の発送( 19 年3 月ごろ予定) をもって代えさせていただきます

お問い合わせは　 納税課　収納管理係　　3880- 5238

友好都市
( 新潟 県

魚沼 市)

復興
支援

《 新潟県魚沼産の「こしひかり」》

足立区と友好都市を結んでいる
新潟県魚沼市の特産品
その中でも減農薬・減化学肥料
で育ったこだわりの「こしひかり」

中越地震の被災地でもある魚沼市
の復興支援に役立てたいと考えます

■ 足立都税事務所からのお知らせ

都税の納入方法が増えました
コンビ ニ で納 付でき ま す。

サークルK 、サンクス、セフン・イレブン、ファミリ ーマート、

ミニストップ、ロ ーソン( 50 音順)

◆ 納付書等1 枚あたりの合計金額が30 万円までのものが、納付できます。

◆ 固定資産税をコンビ ニで納める場合は、納める納期分の納付書を切り離

してお持ちく ださい。

金融欄関・郵便局のATM 、パソコンや携帯電話からも
納められます。

◆ ペイジーマークの付いている都税の納付書に限ります。

◆ 領収証書は発行されませんのでご注意ください。

◆ 継続検査( 車検) 用の納税証明書は、後日郵送します。
※ ペイジーマークの付いているATM でご利用になれます。

☆ご利用になれる都税の種類☆

固定資産税( 土地・家屋)・都市計画税<23 区内> 、

固定資産税( 償却資産) <23 区内> 、不動産取得税、個人事業税、

自動車税 など

【問い合わせ先】東京都足立都税事務所 　3882- 2111

■ 足立・西新井税務署からのお知らせ

申告も納税も、e- Tax で
税 務署

e- Tax( 国税電子申告・納税システム) を利用するには、
事前に開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要です。

e- Taxホームページ　www. e- t ax. nt a. go. j p

☆ 税務署アルバイト募集 ☆
対 象　18 歳以 上 で簡 単な パソ コン 操作 ので き る方
期間　19年2月1日～3月30日

詳 細は 東京国 税 局ホ ー ムペ ージ( ht t p: / / www. t okyo. nt a ・go. j p)
の 採用 案内 「ア ルバ イ ト」 の各 税務 署欄 をご 確認 く だ さい 。
問い 合 わせ先 足 立 税 務 署 　3870- 8911

西新 井税 務 署 　3840- 1111

古紙 配合 率100% 再生 紙 を使用 してい ます

310, 000


